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                                平成 23 年５月 13 日 

各  位 
        

会 社 名  テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長  竹 内  清 

（JASDAQ・コード 6629） 
問合せ先 
役職・氏名   総務部長  加藤 靖博 

                        電話            052－823－8551 
 
 

子会社の新設分割に関するお知らせ 
 
当社及び当社の連結子会社である株式会社タイテック（以下、「分割会社」という。）は、平成

23年５月12日開催の分割会社及び本日開催の当社それぞれの取締役会において、平成23年７月１
日を効力発生日として、分割会社の情報通信機器部門を会社分割（新設分割）し、その事業を新
設する株式会社ファインフィット・デザイン（以下、「新設分割設立会社」という。）に承継する
ことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 会社分割の目的 

分割会社はこれまで、画像情報機器などの「情報通信機器」とロボットコントローラや工
作機械用 CNC（コンピュータ数値制御）装置などの「FA 関連機器」を主体に開発・製造・
販売を行ってまいりました。 
この度、会社分割により情報通信機器事業に絞った新設分割設立会社を設立することで、

小さな経営単位による事業活動全般の実行スピード・実行品質の向上をはかると共に、専門
的活動を強化し、業界のリーディング企業を目指すものです。 
 

2. 会社分割の要旨 
（1）分割の日程 

平成 23 年５月 12 日  分割計画書承認取締役会（分割会社） 
平成 23 年５月 13 日  分割計画書承認取締役会（当社） 
平成 23 年７月１日（予定）  分割予定日（効力発生日） 
平成 23 年７月１日（予定）  新設分割設立会社の設立登記 
 なお、本分割は会社法第 805 条に規定（簡易新設分割）する分割であるため、分割承認
株主総会は開催いたしません。 

 
（2）分割方式 

 株式会社タイテックを分割会社とし、株式会社ファインフィット・デザインを新設分割
設立会社とする、新設分割です。 
  

（3）株式の割当 
新設分割設立会社が本分割に際して発行する株式は 2,000 株であり、全ての株式を分割

会社に割当交付します。 
 

（4）分割交付金 
分割交付金の支払はありません。 
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（5）分割により減少する資本金等 
本分割による、当社並びに分割会社の資本金等の変動はありません。 
 

（6）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
 

（7）新設分割設立会社が承継する権利義務 
 新設分割設立会社は、分割の効力発生日に、別途分割計画書に定める事業に関する資産、
負債、契約上の地位等の権利義務を承継します。  

 
（8）債務履行の見込み 

分割会社及び新設分割設立会社が本件分割後に負担する債務履行の見込みに問題がない
ものと判断しております。 

 
3. 分割当事会社の概要 

  分割会社 新設分割設立会社 

（1） 商 号 
株式会社タイテック 
（平成 23 年３月 31 日現在）

株式会社ファインフィット・
デザイン 
（平成 23 年７月１日予定） 

（2） 事 業 内 容 
情報通信機器及び FA 関連機
器などの開発・製造・販売 

情報通信機器の開発・製造・
販売 

（3） 設 立 年 月 日 昭和 50 年９月１日 平成 23 年７月１日（予定） 

（4） 本 店 所 在 地 
名古屋市南区千竈通二丁目
13 番地１ 

名古屋市南区塩屋町一丁目３
番地４ 

（5） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 
野村 拡伸 

代表取締役会長 
野村 拡伸（予定） 
代表取締役社長 
前田 憲二（予定） 

（6） 資 本 金 の 額 2,250 百万円 100 百万円 

（7） 発 行 済 株 式 数 8,994,649 株 2,000 株 

（8） 純 資 産 6,511 百万円（単体） 183 百万円（予定） 

（9） 総 資 産 9,918 百万円（単体） 183 百万円（予定） 

（10） 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日 12 月 31 日 

（11） 大株主及び持株比率 
テクノホライゾン・ホールデ
ィングス株式会社 100.0% 

株式会社タイテック 100.0% 

（注） 新設分割設立会社の記載内容は設立時に予定されているもので、純資産・総資産は平成 23
年３月 31 日現在実績を基準とした会社分割の効力発生日（平成 23 年７月１日）時点の見込

みです。 
 
4. 会社分割後の状況 

 分割会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額、事業年度の末日について
は、本件分割による変更はありません。 
 

5. 今後の見通し 
 分割会社及び新設分割設立会社は、当社の 100%子会社であるため、当社単体及び連結業
績に与える影響は軽微であります。 
 その他、当社業績並びに連結業績に影響があると判断した事項につきましては、明らかに
なり次第お知らせいたします。 

 
以上 


